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1本 源的蓄積

資本主義社会 の経済構造は,封 建社会の経済構造の 内部において 異 質 的 要

因 として発生 した ものであ るが,「 いわゆ る本 源的蓄積」(sogena皿teursprting・

icheAkkumulation)の 過程は,封 建社会か ら資本 主義社 会へ の過 渡期 であ り,

ω
封建的収奪が資本主義的収奪に転化 してい く過程 であ る。すなわ ち,そ れは,

近 代社会にお ける資本家に よる労働者か らの法 則的収奪 が展 開 され る以前 の,

基 本的には封建社会 の内部 におけ る,「 資本制 的蓄積 」の準備のための暴力的

蓄 積=収 奪 の過程であ る。

貨幣や商 品,そ して生産手段 や生活手段 が資本 となるためには,「一方 には 自

分 の所 有す る価値額を他人の労働 力の購入 に よって増殖せね ばな らぬ貨幣 ・生

産手段 お よび生活 手段 の 所 有 者(EignervonGeld,Produktions-undLebens'

mittel),他 方には 自分の労働力 したが って労働 の販 売者た る自由な労働者(freie

(2)

Arbeiter),と い う二つの非 常に異なる種 類の商 品所有 者が対応 し接 触」で きる

状態 が存在 しなければ な らな い。 したが って,「 資本制的生産は また,商 品生
③

産者の手における比較的多量の資本および労働力の現存を前提」 として存立す

る。

資本主義社会は,生 産手段,生 活手段,お よびそれらの購買に必要な資本の
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所有者である資本家 と労働力以外に販売すぺきなにものをももっていない労働

者 とが,市 場を通 じて対立的に結びつきながら,商 品の生産 と流通 とが展開さ

れる社会である。「資本関係は,労働者と労働実現条件の所有 との分離を前提と

す る。資本制的生産がひとたび自己の足で立てば,そ れは,両 者の分離を維持

す るばか りでな く,ま すます増大する規模でそれを再生産する。だか ら資本関

係を創造する過程は,労 働者を彼の労働条件の所有か ら分離する過程一 すな

わち一方では社会的生活手段お よび生産手段を資本に転化 し,他 方では直接的

生産者を賃労働者に転化する過程一 以外の何 ものでもあ りえない。だから,

いわゆる本源的蓄積は,生 産者と生産手段 との歴史的分離過程以外のものでは
(4)

ない」。「資本の本源的蓄積すなわち資本の史的創生記とは,結 局 どうい うこと

か?そ れは,奴 隷および農奴の賃労働者への直接的転化,し たが って単なる形

態変換でない限 りは,直i接 的生産者の収奪,す なわち 自分の労働にもとつ く私
(5)

的所有の解消を意味す るに他ならない」。「資本の前史」を形成 しているいわゆ
`る 「本源的蓄積」は

,「 個人的で分散的な生産手段の社会的に集中された生産

手段への転化,し たがって多数者による小量的所有の少数者による大量的所有

へ の転化,し たが って広汎な人民大衆からの土地や生活手段 や 労 働 用具の収
(6)

奪,一 人民大 衆の この怖 るべ き且つ非道 な収奪 」の過 程であ る。

絶対 主義(absolutism)の 重商主義(mercantilism)政 策 として の金銀(貨 幣材

料)産 地 の発見 ・開発,土 着民の絶滅 ・奴隷化 ・お よび鉱 山へ の埋没,東 イ ン

ドにおけ る征服 と掠奪,ア フ リカの商 業的黒人狩猟場 化,黒 人を使用 しての植

民 地におけ るプラ ンテイシ ョィ経営等は,「 本 源的蓄 積」の主要な手段であ る。

とくに,イ ギ リスに よる植民制度,国 債制度,租 税制度,物 価騰 貴,各 種 の

産業 保護 制度,奴 隷貿 易制度,手 工業者や初期労働者 に対す る各種の収i奪制度

等 は,「 本源 的蓄積 」の主要な手段で もあ る。 さらに,イ ギ リスにおいて,も

っとも基礎的で重要 な 「本源 的蓄積 」の手段 どして著名な ものは,15世 紀の末

期 か ら18世 紀の末期 あ るいはその後 の時期(19世 紀の初期)ま で多かれ少なかれ

継 続 した農 民か らの土地 の収奪(第1次 土地囲込み運動(firstenclosuremove・

ment),第2次 土地囲込み運動(secondenclosuremoVement))、 であ る。
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直接的生産者は,土 地に縛 りつけ られた農奴 または隷農 た ることをやめた後

には じめて,自 分 自身を 自由に処分す る ことので きる賃 労働者 にな りえた。 さ

らに,彼 らは,同 職組合の支 配や,邪 魔な労働規定か ら免れ る必要 があ った。

従 来か らの生産者を賃労働 者に転化す る歴史的運動は,一 方 では,農 奴的隷属

や 同職組合的強 制か らの生産 者の解放 と して現象 し,他 方 では,新 たに解放 さ

れ た人 々が,生 産手段 と,封 建制度に よって基礎 づけ られ た生存上 の保証 とを

奪 われ て労働 力の販売者に なることを意 味す る。

「本源的蓄積」 の歴史 において,も っとも基礎的であ り,重 要 な ものが,農

村 の生産者すなわ ち農民,と くに 「自営農民」か らの土地収奪であ った とす る

な らば,「 自営農民」の存 在 と彼 らか らの土地収奪が もっとも典型的であ った

イギ リスの場合を中心に分析す ることが必要にな って くる。

農民層,と りわ け 「自営農民 」の富 裕化現象 がみ られた イギ リ ス に お い て

も,「 本源 的蓄積 」の過程 を 「農民層の両極分解」の過程 として把握す る こと

は で きない。 「農民層の両極 分解」論は,一 種の ピュー リタ ソ伝説に依存 して

い る。す なわ ち,「 とっ くに過 ぎ去 ったあ る時代に,一 方 には,勤 勉で利 巧で,'

わ け て も倹約な選 りぬ きの人間がお り,他 方には,怠 け者で 自分の もの一 切,

否 それ以上 を蕩尽 す るル ンペ ンどもがいた。……前者は富を蓄積 し,後 者は結
⑦

局 自分 自身の皮 以外に売 るべ き何 もの ももたぬ とい うことにな った」。そ して,

今 日の社会においては,勤 勉で利巧で倹約な一 握 りの富者が,浪 費的で怠惰な

多数 の貧者を収奪す る ように宿命づけ られた とす る考 え方で ある。 この ような

思想は,マ ックス ・ウェ・一一一"'・一.(MaxWeber)や 大塚久雄氏の経済史研究 の中

に と り入れ られ,今 日なお多 くの普及力を温存 してい るように思わ れ る。

もちろん,「 自営農民」や,同 職組合の小親方や,さ らには賃労働者 さえ も

が,勤 勉 と節 約に よって小資本家に転化 し,か つ ての仲間たちを賃 労働者 や浮

浪 人においや って,搾 取 の漸次的拡大 とそれに照応 す る蓄積 に よって,や がて

本 格的な資本家に転化す ることが可能で さえあ った。

「しか し,こ の方法 の蝸牛的歩みは,15世 紀末 の諸大発見 に よって創造 され
(8)

た新世界市場の商業的要求に照応す るものでは 決 しでなかった」。 前期的商業
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資本と高利貸資本 とによって形成された貨幣資本は,最初,農村における強力な

封建的規制と,都 市における同職組合的規制とによって,産 業資本に転化す る

ことを妨げられた。やがて絶対主義による封建家臣団の解体 と,領 主による農

民か らの収奪によって,土 地からの農民の追放が徹底的に行なわれ るようにな

り,さらに世界市場 と国内における統一市場が形成されるような時代になると,

よりいっそ うの貨幣的営利の実現を 目的とした前期資本,と りわけ前期的商業

資本は,輸 出港や旧都市における同職組合制度の統制外にある新興都市や農村

において,マ ニュファクチュアの経営を行な うとい うかたちをとりながら産業
⑨

資本 に転化 しは じめ た。す なわち,生 産手段 と生活手段 とを失 った 無 一 物 な

(v・gelfrei)浮浪 者 の大群 が集 って くる ことのできる よ うな封建 的規制 の比較

的弱い地方 にお いて,ま ず前期的商業資本 の産 業資本へ の転 化が行なわ れた。

「本源的蓄積」は,最 初,「 貨 幣に飢 えた領主 」(geldbeptttrftigteGrundherren)

に よる農民 か らの土地 の収奪 とい う形 態を もっては じま り,や がて大借地農や

前期資本 も参加す るよ うにな り,生 産者 と彼 らの所有 していた生産手段 との歴

史 的分離 の過程 と して数世紀にわた って展 開 され るにいた った。小商 品生産 者

であ る 「産業的中産者 層」(industriellerMittelstand)の 手 中か ら,大 土地所 有

者や ブル ジ ョアの懐 に多量 の富が転が り込み,そ れ に よって多数の浮浪 者,す

なわち多 くの苦難 の後,賃 労働者 とな る貧民 が多数発 生 した。一 方には,富 裕

にな った もの よ りも数倍 も多い人 々か らの剥奪 に よって巨大 な富 の所有者 が形

成 され,他 方 には,い かな る富か らもみは な さ れ た多数 の プ ロレタ リアが創
⑩

出された。 これ こそ 「資本制的蓄積」 の大前提 となる 「本源的蓄積」 であ っ

た。

(1)B。M.ラ ヴPフ ス キ ー 著,福 冨 正 実 氏 訳 「近 代 イ ギ リ ス 土 地 制 度 史 と 地 代 論 」40

頁 。 ・

(2)KarlMarx,DasKapital,ersterBand,S.752.(カ ー ル ・ マ ル ク ス 著,長 谷 部

文 雄 氏 訳 「資 本 論 」 第1部 下,1093頁)。

〈3)KarlMarx,a.a.0.,S.751。(前 掲 書 邦 訳,1092頁)。

(4)Ka'rlMarx,a.a.0.;S.753.(前 掲 書 邦 訳,1094頁)。

(5)KaTlMarx,a.a、0.,S.801.(前 掲 書 邦 訳,1157頁)。
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〈6)KarlMarx,a.a.O.,S.802.(前 掲 書 邦 訳,1158頁)。

⑦KarlMarx,a.a.O.,S.752.(前 掲 書 邦 訳,1092-1093頁)。

(8)KarlMarx,a・a・O・,S.790・(前 掲 書 邦 訳,1142頁)。

(g)KarlMarx,a.a.O.,S.791.(前 掲 書 邦 訳,1143頁)。

⑩MauriCeDobb,StudiesintheDevelopmentofCapitalism,pp.185-186.(モ

・・ リ ス ・ ド ッ ブ 著
,京 大 近 代 史 研 究 会 訳 「資 本 主 義 発 展 の 研 究 」1,266-267頁)。

2土 地囲込みの歴史的意味

一 般 的 に は,enClosUre(inclosure)と い う言 葉 に は 多 くの意 味 が 含 まれ て お

ω
り,し か も 多 様 な 解 釈 が な さ れ て い る 。 土 地 囲 込 み は,直 営 地(demesne,Sa1・

1and)や 共 同 地(comm⑩,commonland,Allmende,Gemeindeland)や 農 民 保 有

地(peasanthold三ng,Dienstland)を 特 定 の 個 人 が 石 垣 や 生 垣 や 溝 で 囲 込 ん で 農

②
民 をそれ らの土地か ら排除 して,そ れ らの土地を私有地化す ることであ る。土

地 囲込みは,「 貨幣に飢 えた領主」な どの特定 の個人が行な うのが原則であ る

が,あ る場合 には,ま れで あるが領主や テナ ン トに よるのではな く,村 落が共
(3}

同で行 な うこともあ る。

しか し,歴 史 的で,本 来 的な土地 囲込みは,直 営地の集中化には じま り,つ

いで共 同地にお よび,や がて農民保有地 の収奪 に進 んで行 くが,よ り包括的に

は,寺 領 の収奪や 国有地 の詐欺的譲渡を も含む。 これ らの土地囲込みは,暴 力

を媒介 とした封 建的 お よび氏族的所有の近代的所 有へ の転化 を意味 し,「 本源

的蓄積 の牧歌的 方 法」(idyllischeMethodenderursprtinglichenAkkumulation)
(4)

で あ った。 これ らは,資 本主 義的農業 のた めの場面を征服 し,土 地を資本 に合

体 させ,さ らに都市の工業のために,そ の必要 とす る無一物な プロ レタ リア ー

トの供給を行な った。土地囲込みは,少 数 の富者 と多数 の貧民 とを同時に作 り

出す 「本源 的蓄積」 の主要 な手段 であ り,「 資本制的蓄積 」の重要な前提で あ

った 。 ・

封建社会においては,農 業が生産の主要な形態であったから,「本源的蓄積」

すなわち 「生産者と生産手段との歴史的分離」=資 本 と賃労働の創出過程は,

まず農民か らの土地の収奪とい う形態をもっては じめられた。農民からの土地
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収奪 の歴史的運動がいわゆ る 「土地囲込み運動」であ る。土地囲込みは,以 上

の点 と関連 しなが ら,と くに封建社会 の耕 地制度であ った 「開 放 耕 地 制度」

(openfieldsysten)の 否定 として行なわれた。

(1)R.H.Tawney,TheAgrarianProblem三ntheSixteenthCentury,p.149.

(2)秦 玄 竜 氏 著 「イ ギ リ ス ・ ヨ ー マ ン の 研 究 」254-255頁 。

(3)R.H.Tawney,oP.cit.,PP.156-157.

④K・ ・1M・ ・x・DasK・pit・1…sterB・nd・S・772・,〈 カ ー ・レ ・ マ ・・ク ス 著 ・ 長 谷 部 文

雄 氏 訳 「資 本 論 」第1部 下,1120-1121頁)。 寺 領 の 収 奪 は,16世 紀 に 宗 教 改 革 と 関 連

して 行 な わ れ た 。 旧 教 の 教 会 は,宗 教 改 革 当 時 に お い て は,イ ギ リ ス の 土 地 の 多 く

の 部 分 の 封 建 的 所 有 者 で あ っ た 。 教 会 財 産 は,'伝 統 的 な 土 地 所 有 関 係 の 宗 教 的 な 墜

塁 を な して い た 。、、こ の 墨 塁 の 陥 落 と と も に,こ の 伝 統 的 な 土 地 所 有 関 係 も ま た 持 ち

こ た え られ な くな った 。 す な わ ち 修 道 院 の 解 散 は,修 道 院 の 土 地 に お け る小 農 民 た

ち が プPレ タ リア ー トに 転 化 す る の を 促 進 した(B.M.ラ ヴ ロ フ ス キP-一著,福 冨 正

実 氏 訳 「近 代 イ ギ リス 土 地 制 度 史 と地 代 論 」45頁)。 す なわ ち,宗 教 改 革 と寺 領 収 奪

、 に よ っ て,農 民 的 居 住 者 は,プ ロ レ タ リア ー トに 転 化 す る こ と を:よ ぎ な くさ れ た 。

ヘ ン リー8世(HenryVM,1509--1547)は,あ い つ い で 修 道 院 の 解 散 を 行 な い,

カ ソ リ ヅ ク教 会 の 物 質 的i基礎 を 崩 壊 させ て,国 王 の 財 政 的 基 盤 と そ の 支 配 力 を 強 化

した 。 修 道 院 の 解 散 は,そ れ を 実 際 に 推 進 した 機 関 が,正 式 に`はCourtofAug・

mentationsoftheRevenuesoftheKingsCrownと 呼 ば れ て い た の を み て もわ

か る よ うに,絶 対 主 義 化 した 王 室 の 収 入 を 増 大 さ せ る 目的 を も っ て 実 行 さ れ た(大

塚 久 雄 ・高 橋 幸 八 郎 ・松 田 智 雄 諸 氏 共 編 「西 洋 経 済 史 講 座 」ll,228頁)。 ヘ ン リー8

世 は,1536年 「小 修 道 院 解 散 令 」(ActfortheDissolutionoftheLeaseMonas.

teries)を 出 して,376の 修 道 院 を 解 散 し て,そ の 土 地 を 国 王 の も の と し,年 間32,

000ポ ン ドの 収 入 が え られ る よ う に し た 。 さ ら に,彼 は,1539年 「大 修 道 院 解 散 令 」

(actfortheDissolutionfortheGreaterMonasteries)を 出 して,大 修 道 院 の

土 地 を 国 王 の 財 産tC吸 収 合 併 した(田 中 豊 喜 氏 著 「近 代 イ ギ リス 経 済 史 」1p頁)。

国 王 の 土 地 と な っ た 元 修 道 院 所 有 の 土 地 は,王 室 の 賛 沢 や 戦 争 の た め の 財 政 的 支

出 を 賄 うた め に,1新 ・旧 の 貴 族 や 官 僚 や 商 人 や 借 地 農 業 者 な ど に 一 方 的 に 売 却 さ れ

たoす な わ ち,大 部 分 の 元 修 道 院 領 は,国 王 の 強 慾 な 寵 臣 に 贈 与 され る か,ま た は

二 束 三 文 で 投 機 的 な 借 地 農 業 者 や 都 市 ブ ル ジ ョ ア に 売 却 さ れ た 。 これ ら の 人 達 は,

旧 来 の 世 襲 的 小 作 人 た ち を 大 量 的 に 狩 り立 て て,彼 ら の 経 営 地 を 一 ま と め に した 。
オ

この ようなヘ ンリー8世 の修道院領 の没収 と売却は,従 来 の教会領主に よる封建的

所領 を近代的私有地に転化 させ る一bの 方 向を与えた6し か し,修 道院の解散に よ
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っ て 土 地 を 失 っ た 農 民 は,土 地 を 追 わ れ て 浮 浪 者 化 せ ざ る を え な か っ た 。 そ こ で,

1536年 に は,修 道 院 ¢～解 散 に よ る 土 地 囲 込 み}こ反 対 す る 「恩 寵 の 巡 礼 」(pilgrimage

ofgrace)が お こ っ た0

1688年 の 名 誉 革 命(GlbriousRevolution,glorreicheRevoiution)Vまjオ レ ンヂ

公 ウィリアムとともた地主的および資本家的収奪者 を も支 配者た らしめたが,そ れ

を契機に国有地収奪が大規模に行なわれ るよ うになった。 これ らの土地は贈与 され

た り,二 束三文で売 られた り,ま た直接的収奪に よって私領地 に 合 併 さ れた りし

た。一切が法律的儀礼 を少 しも守 らないで行なわれ た。 この よ層うに して獲得 された

国有地は,教 会か らの収奪地 とともに.イ ギ リスめ少数支配貴族 の今 日の領地の基

礎をな している。資本家ほ,こ のような行動'を支持 したのであるが,・とくに,彼 、ら

は・土地を純然たる取引御 ・転化 し・農業的大経営 の醐 を拡大 し違 村からの無

一 物 な プ ロ レ タ リア の 供 給 を 増 大 さ せ た
。

3開 放耕地制度 とその崩壊

「開放耕地制度」の崩壊 は,「 本源 的蓄積」,と りわけ土地囲込みの進行を意

味 し,さ らには中世封 建社会 の解体 と近代資本 主義社会の発生ない しは到来を.

意味す る歴史的重要事件の一つ と言 いえ よう。そ こで,「 開放耕地制度」の崩

壊 について述べ る前にその内容 について検討 しそみ よ う。

「開放耕地制度」は,「 共同耕地制度」(c・mm・nfieldsyste血 ・fcultivati・n)
(1)

と同 じ意 味 を も ってお り,さ らに 開放 耕 地(openfields)と 共 同 耕 地(common

②
fields)も 同 じ意味であ る。開放耕地 は,何 人かの保有者の土地 が混在 し,分 散

③
して いる土地であ る。開放耕地 は,個 人 の持分を もつ資格を備 えた多数の土地

保有者 に よって占有 されている。あ る ものは,「 自由土地保有農民」 と して土

地 を保有 し,ま た他のあ るものは,「 登録土地保有農民」 と して永代 もしくは

長期 の賃借(perpetualorvery1・nglease)と い うかたちで土地 を 占 有 してい

る。

彼 らの保有地 は,一 つの共 同地を形成 してい るわ けではな く,混 在,分 散 し

てお り,た が いに入 り組み,か らみあ う多数の地条(strips)に 細分 され ていた。

す なわ ち中世封建社会におけ る 「開放耕地制度」 においてはメ農民保有地が細

長 い地条 を形成 してお り,そ れ が他人の地条 と隣接 しなが ら混在 して相互 に囲
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込 まれ ることな く開放 され ていた。それ ぞれ の農民保有地は,あ ち こちに分散

していた地 条 とな って配分 され ていたため に,農 民保有地 は,分 散 した地条の

寄 せ集めであ り,他 人の 同様 な寄せ集 めの保有地 とほぼ等 しい ものであ った。

さ らに また,各 人は,穀 物の輪作 と耕 作に関 して,同 一 の規則 と方法に従わね

ばな らず,取 入れ の後 は,全 地 条が共 同で利用 され る開放地の状態に もどされ
(4)

る こと とな っていた。

地条 の平 均面積 は,長 さ40ロ ッド(rod),幅4vヅ ド(約200メ ー トルと20メー

トル)で あ り,こ れが イギ リスの1=一 カー(acre)に 相当 していた。 この よう

な細長 い地 条か ら開放耕地が構成 されていた理 由は,梨 の形状 と関係があ る。

すなわ ち,4頭 の牛 がひ く翠板つ きの重 くて長 い翠 が使用 され るよ うにな った

ことが,梨 の回転 に必要 な労 力 と時間を節約す るのに好都合 な細長い地 条の存

在 を合理 的な もの とす るにいた った。地 条は,長 い梨を使用 して1日 で耕 作で

き るだけの細長い土地で あ った が,必 ず しも長 さ220ヤ"ド(1ヤt-・Lド はg2セ ソ

チメー トル),幅22ヤ ー ドと一定 していたわ けではな く,地 形のいかんに よって

面積 も形態 も一定 で はなか った 。

農民 の保有す る地 条は,開 放 耕地の各所 に混在 していたわ けで あ るが,領 主

の直営地 もまた地条 として,農 民の保有す る地条 の間に混在 していた。

開放耕地におけ る地条 と地条 の間に生垣 や柵 が設け られ なか ったのは,古 く

か らの村 落共同体 の慣習 とい うこともさる ことなが ら,生 産用具 と くに農具が

プ リ ミチ ィブで農業生産力が低 く,し か も各農民家族の労働生産性 にあま り差

異が な く,む しろほ とん ど同一であ った段階においては,土 地 の共 同耕作を行

な った方が有利 であ り,農 業 生産力を少 しで も増大 させ えたか らであ る。 さら

に,休 耕地や収穫後 の農地 に,頭 数の制 限はあ ったが,そ れぞれの農民が 自分

の家畜を放牧 し,家 畜が穀物 の落穂や雑草 を食べた り,糞 尿を した りして土地

を肥やすのに便利であ ったた めである。

「開放耕地 制度」においては,例 外は もちろん存在 していたが,原 則 として

農業 にお け る共 同作業 が行 なわれてお り,そ れ ぞれ の農民 に対 して耕作強制が

課 せ られ ていた。 この制 度の もとにあ る農民は,近 隣 のあ らゆ るひ とび とと密
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接 な連帯関係にあ るた め,彼 らの協力がなければ,何 事 も実行す ることが出来

なか った。

隣接地ない しは近所で行なわれてい る作業を無視 して,自 分 の意思通 りの耕

作や放牧を行な うごとはほ とん ど不 可能であ った。それ ぞれの保有 地が細分 さ

れた状態で地条 とな って入 り組んで分散的に存在 していただ め,勝 手気 ままな

行動 は出来なか った ばか りではな く,許 され もしなか った 。農民には,多 かれ

少 なかれ束縛的で,負 担にな る強制 と義務が課せ られていた。

この土 地 細 分 制 度(systemofparcellingouttheland,systもmedemorcelle-

mentdesterres)は,イ ギ リス全 土においては もち ろんの こと,全 ヨーロ ッパ

大 陸におい て も一般的 に行なわれ ていた。 アル ダル シーアか らシベ リアまでの

地帯に おいて,ロ ワール河 の流域 において も,モ ス クワの平原において も,そ

の制度をみ ることが出来 る。 この制度 は,16世 紀以前ほ とん どいた るところに

確立 され てお り,.18世 紀初期 において もイギ リスの多数 の州におい て存在 して

いた。 イギ リスにおいては,一 定 の類型 に近い地条に土 地が細 分 され てお り,

1人 の保有者 に2～3エ ーカー以上を許 さない よ うに土地保有が分 散せ しめ ら

れていた。

この制度 におけ る耕地は,最 初 「二圃制」(twofieldsystem,Zweifelderwirt-

schaft)に よって耕作 されて い た が,次 第 に 「三 圃 制」(threefieldsystem,

Dreifelderwirtschaft)7こ よる耕 作が普 及 し,14世 紀 には後者が一般 化 していた。

「三 圃制」におい ては,多 少の違いは あるが通常第一耕 圃に小麦 または大麦,

第二耕 圃にか らす 麦,え ん ど うまたはいんげん豆 が播種 され,第 三耕 圃は休耕
⑤

地(fallow,Brachfeld,jachere)と な っていた。「三 圃制」においては,耕 地 の3

分 の1を3年 ごとに休耕地 とす ることに よって,そ の地 力の回復をはか り,穀

物増産 の準備を行ない,さ らに牧 草を栽培 した り,放 牧 を行 な った りして畜産

物 の増産運動を展開 した。,

この ような 「三 圃制」は,施 肥技術の拙劣 な状態 のもとにおけ る穀物 と畜産

物 の均衡的生産のためには必要 欠 くべか らざる制度であ った。 したが って,こ

の 「三 圃制」は戸 イギ リ・スは もち ろんの ζとヨーロ ヅパのほ とん どの国におい
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て,封 建社会の発生期 であ る8～9世 紀 の頃か ら産業 革命が行 なわれた18～19

世紀にいた るまでの1,000年 間,主 要 な耕作方 法 として存在 した 。 しか しこの

耕作方法 も,イ ギ リスでは,16世 紀頃か ら次第に放 棄 され,18世 紀にな ると,

大部分の地方で消滅 した。

「開放耕地制度」の もとにおけ る 「三 圃制」において も,村 落共 同体の構成

員であ る農民 は,一 定 の割合で耕地を保有 し,共 同 して耕作 していた。すなわ

ち,彼 らは,農 産物 の作付の交替,施 肥,梨 耕,播 種,除 草,収 穫,農 道整備

な どについて も共 同の規律に したが って行 な った。農民 は,共 同作業 のた めに

その経済 力に したが って,肥 料,種 子,翠,家 畜 な どを提供 した。

農耕作業を開始す る時期や申断す る時期,収 穫すべ き穀物の選定,そ れ ぞれ

の耕 圃(sh・tsandfurlongs)が 耕f乍され るべ き順序,囲 いや排水に関す る規定

等は,個 人的に関与 し決定 され るべ き問題ではな く,共 同体 に よっ て 計 画 さ
(6)

れ,実 行 され るべ きものであ った。 ・

耕地が,作 物の収 穫後,一 つに統 合 され ることは,農 民の生活 において もっ

とも 目立 った特徴 の一つであ った。毎年,農 民個人の耕地におけ る権利を,一 ・

季節,一 経済過程,お よび収穫物の取 入れ まで の期間に限定 してい ることは,

もっとも重要 なこ とであ る。そ の他 の季節 には,別 の 目的 のために共同体 の権

利 が主張 され る。 この よ うな ことは,中 世 の農業が,農 耕 と牧畜 との地域的均

衡 を維 持す るとい う原則 に もとつ いて行なわれ ていた とい うことを思い 出させ

る。

一定の規律の もとで共 同作業は実施 され ていたが,入 り組 んだ地条 は,農 民

各人 に保有が認め られ,'そ れ ぞれの農 民保有地 の生産物 に相当す る部分 は,そ

れぞれ の農民個人の所有に帰 していた。 また,休 耕地や共 同地 における放牧 家

畜頭数 は,そ れぞれの農民保有地 の面 積に規定 されていたが,共 同放牧 の成 果

は,共 同所有ではな く,そ れぞれ の放 牧頭数に応 じて私 的所 有が原 則 とされ て

いたo

近代 の農 民は,「 開放耕地制 度」 の もとにお ける農民 とは異な り,一 括 され

た土地 で働 くことが 出来,自 分 の意思に もとついて耕 作 し,い くらかで も経済
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的 に有利 な農作物を他人の ことを気 にせず に生産す ることが可能 であ る。経済
(7)

力の許す範囲で最善と思われる農具と農法 とを 使 用 す ることが出来る。しか

も,資 本主義的農業生産方法が確立されるにいたると,耕 作,す なわち播種 も

収穫 も貨幣的営利の増大を実現しうる方向でのみすべてが処理され,隣 人たち

の作業に気がねすることは全 くうわべだけのものになってしまう。

開放耕地,共 同地などの囲込まれなかった土地を,暴 力によって,特 定の人

物の囲込まれた私有地に転換することが,「 本源的蓄積」の重要な部分を構成

することにな り,封 建社会から資本主義社会への移行の重要な契機となる。同

時にここにおいては,分 散 した地条を統合すること,全 体としての開放耕地を

分割すること,そ して囲込まれた私有地をつくることが問題なのである。

16世 紀全体を通 じて行なわれた開放耕地と共同地の分割的収奪は,農 民保有

地 と領主の名 目的所有地とにかわ って,実 質的な大私有地をつ くり出 し,牧 場

経営の拡大を招来 した。同時に,そ れは,貨 幣的営利に目覚めた新時代の領主

的地主や資本家的借地農を,多 数の浮浪民 とともにつ くり出 し,領 主的地主や

資本家的借地農をして,穀 物生産 よりも羊毛生産に利益をみい出さしめた。

16世紀の中期,特 定の諸州,と くにKent,Essex,pevonshireな どにおい

ては,「 開放耕地制度」は,す でに例外的な もの とな り,支 配的な ものでは な

くな っていた。他 の諸州におけ るよ りもこれ らの諸州,と くにKentやEssex

において,よ り早 く 「開放耕地 制度」が衰退 した理 由は,こ れ らの諸 州が ロン

ドンや海洋に隣接 していた こと,し か も ヨーロ ッパ大陸か らの商業 ル ー トに接

近 していた ことである。それ らの ことが,KentやEssexに おいて,イ ング

ラン ド中部地方(Midlands)に おいて よ りも早 く,商 品 ・貨幣経済 の影響 を領

主 な どに感ぜ しめる原因 ともな っていた。 これ らの諸州におけ る商品 ・貨 幣経

済 の発展 は,経 済的変革,す なわ ち 「開放耕地制度」の否定,と りわけ個別的
(8)

な農業 生産方法(新 しい牧羊業を含む)を 生み 出す のに重要な影響 を与 えた。

さらに重要 な こと として次の よ うな ことを指摘す ることがで きる。 イ ソグラ

ン ド南東部 と りわけKentやEssexに おいては,古 くか ら領主権 力が強 力で

あ り,領 主的商 品 ・貨幣経済が根強 く残存 していて労働地代か ら貨幣地代への
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転化 が強 力に妨害 され,し か も1381年 には ワッ ト・タイラー(WatTyler)の

乱 が最 も強 力に展 開 された。

「貨幣に飢えた領主」 と りわ け大領主 は,ま ずKentやEssexな どの諸州 に

おいて,よ り多 くの貨幣 と商 品(と くに穀物)を 得 るため に労働地代の強化を は

か り(13世 紀),そ れが不可能 になる と地代 の金納化を上か らお しすすめ(14～

15世紀),さ らに貨 幣的営利の増大を実 現す るために 「開放耕地制度」・を破壊 し

て,開 放耕地を 囲込 んでそれ を私有地 化 した り,共 同地 を収奪 しは じめた りし

た(16世 紀)。 開放耕地や共 同地 が収奪 され たばか りでは な く,「 自営農民」 ま

でが強力な領主権 力お よびそれ と結 んだ資本 家た ちの収奪 の対象 とな って浮浪

化 した りした。

「開放耕 地制度」に対す る否定は,イ ングラン ド南東部 だけに とどまらず,
～

西部や中部,や がて北部にまで拡大した。共同地や農民保有地,さ らに寺領や

国有地の収奪 も一地方だけにとどまらず全国化 した。
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(6)PaulVinogradoff,op.cit.,p.182.(前 掲 書 邦 訳,226頁)。
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415世 紀末か ら16世 紀前半の土地囲込み

(第1次 土地囲込み)

イギ リスにおけ る広 い意味の土地 囲込 みは,中 世以降19世 紀初期 まで継続 し

た。12-13世 紀 においては,人 口増加 に伴な う食料需要 の増加か ら,森 林,沼

沢,荒 野な どが 囲込 まれて,開 放耕地 とは別 に,そ の新 しい土地保有 が特定の

個人に認あ られた場合 もあ る。

さらに,中 世において も,開 放耕地 内の分散的な地条を,特 定 の農民が,領

主や他の農民 の了解の もとに一 ヵ所に集 中 して囲込んだ例 もあ った。 また,中

世 の領主が分散的に存在 した直営地を,一 一般農民の地条 と交換 しなが ら,一 カ

所 に集中 して囲込 まれた直 営地を形成 した場合な ども存在 した。

以上 の よ うな土地 囲込み は,先 駆的な ものか も知 れないが,封 建社会 の内部

に と どまるもの に過 ぎず,歴 史的に重要 な意味を もった本来 の土地 囲込み とは

本質 的に異 な るものであ る。 イギ リスに おいては,本 来の土地囲込みの第1次

的形態 は,15世 紀 の末期 か ら16世 紀の初期 にかけて,い た るところで展開 され

た。

第1次 土地 囲込み運動 は,牧 羊業のための もので あ り,囲 込 まれた土地 で牧

羊場 を経営 しよ うとして展 開 された ものであ る。牧羊業 のため の 土 地 囲込 み

は,ヨ ーロ ッパ大 陸諸国,と くに フラ ンダース諸都市へ の羊毛の 輸 出 の 増大

と,イ ギ リス国内におけ る毛織物工業の発展に もとつ く羊毛価格の高騰 に よっ

て発生 し,発 展 した。

15世 紀末期 か ら16世 紀 にかけての地理的諸発見の結果,新 大陸か ら ヨー・-Ptッ

パ に大量の貨 幣材料 としての貴金属が持込 まれ,し か も戦争 と宗教改革 と農 民

一撲 な どに よって,農 耕地 は荒廃 して,農 作物の収 穫量 は減少 した。そ の結果

物 価は急騰 し,貨 幣価 値は急落 した。 した が って,封 建地 代を貨幣で獲得 して

いた領 主の収 入は,相 対 的に も絶対的に も減少 し,し か も戦争や一一揆な どにか

かわ る彼 らの支 出は増大 して,そ の財政状態は急速に悪化 した。

一流 の封 建貴族は
,以 上 の よ うな動乱,と りわけ戦争に よって消滅 し,二 流
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の封建貴族あ るいは新貴族は,「 貨幣をあ らゆ る権力中の権 力とす る時代 の子」

ω
として登場 した。 この よ うな新 貴族 は,農 民か らの従来 通 りの貨幣地代 の徴収

や 穀物生産 に よる収 入の維 持 よ りも,経 済 的に よ り有利 な牧羊業の直接的経営

や 牧羊業者に対 す る土地の貸付けに よる高額貨幣地代の徴収 に魅力 を感 じた 。

新 貴族たちは,貨 幣的収入の増大 と直接結びついた土地囲込 み に 全 力を注 い

だ。

14世 紀 の中期 以降,フ ランダ ースにおい て毛織物工業 が発展 し,イ ギ リスか

らフラ ン5t"一.一スへの 羊毛輸出が増大 し,羊 毛価格が騰貴 した。15世 紀 にいた る

と,イ ギ リス毛織物工業が今 まで とは異な った意味で勃興発展 し,未 仕上 ・未

染 色織物(whitecl・ths)の 輸出が,と くに フランダースの染色 ・仕上業者 に対

して行 なわれ るよ うにな り,さ らに16世 紀以陶 毛織物工業 は,い っそ う発展

し,毛 織物が諸外 国に よ り多 く輸出 され る ように なると,羊 毛価格が い っそ う

騰 貴 した。そ して∂羊 毛は,や がてその大部分が国 内の毛織物工業 のた めに生

産 的 に消費 され る よ うにな った。'

羊 毛輸 出が行なわれた段階(と くに14-16世 紀中期)に おいては,特 権的 な羊

毛輸 出商人 としての ステープル商人(staplers)が 発展 し,な お毛織物工 業の成長

を基礎 とした毛織物商品の輸出が行なわ れ る ようにな った段階(と くに16世紀中

期一17世紀初期)に お いては,特 権的な(未 仕上 ・未染色の)毛 織物輸 出商人(mer-

chantadventurers)の い っそ うの発展 をみ るにいた った。 さ らに,17世 紀に入

ると,完 成 された新 しい毛織物が生産 され て,輸 出され る よ うにな り,特 権的

な毛織物輸出商人の独 占貿易体制は次第 に変質 した。

羊毛価格 の騰貴は,原 料 としての羊毛の輸出の増大や国 内におけ る毛織物工

業 の発展に よる羊毛需要 の増大 と関係 していたわけであ るが,さ らに羊 毛輸 出

商 人や毛織物輸出商人な どの特権的貿易商人に よる貿易独 占に よって倍加 され

た 。 と くに,羊 毛価格 の騰貴は,15世 紀末期か ら16世 紀初期 にかけ ての フラ ン

ダースか らの羊毛需要の増大 とス テープラーの貿 易独占に よるところが大であ

った。

羊毛価格の騰貴は,中 世における土地囲込みとは本質的に性格を異にする貨
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幣的営利を 目的とした牧羊業のための土地囲込みを発展 させた。領主あるいは

大土地所有者,と くに新貴族は,商 人,資 本家的借地農,富 裕な農民などと関

係を結びながら,ま ず分散的な直営地の集中化による土地囲込みを近隣の農民

を犠牲にしながら開始 し,つ いで共同地の囲込みを暴力的におしすすめ,さ ら

に分散的な農民保有地を収奪 して集中化 しなが ら土地囲込みを展開した。

土地囲込みによって,い っそ う大規模な土地所有者 となった新貴族は,自 ら

牧羊業者になった り,商 人や資本家的借地農や富裕な農民に一括あるいは分割

的に土地を貸与することによって,今 までと比べものにならないほど高額な貨

幣地代を獲得 した。土地囲込みがいかに一方的で,掠 奪的なものであったかに

ついては,多 少文学的な表現において誇張されているが,ト マス ・モア(Th・ 一
(2)

masM・re)の 「ユ ー トピア」(Ut・pia)を 参 照 すれ ば あ き ら か で あ る。

土 地 囲込 み には,領 主 あ るい は 貴族 に よ る,商 業 的 農 業 や 牧 羊 業 の経 営 を 目

的 と した 上 か らの 暴 力的 な土 地 の私 有 地 化 ばか りで は な く,そ の他 の 形 態 も存

在 した 。 トー ニ ー(R.H.Tawney)に よれ ば,ま れ で は あ るが,16世 紀 の 初

期,一 定 の 地 域 にお い て は,土 地 が 「個 別 的 領 主 」(individuallandlords)や 「個

別 的 借地 農 」(individualtenants)な どに よ って で は な く,村 落 共 同体 に よ って
③

囲込 まれてい ることが確認 されてい る。.

また,「 自営農 民」が土地 囲込みを個人的に行 な うケースには,次 の よ うな

ケースが存在 した。すなわち,「 自営農民 」の上 層,と くに富裕 な 「自由土地

保有農民」が 囲込 みを行な う場 合,他 の農民 よ りもやや優 勢な経済力 と小暴 力

、を使用 して行な う形態 と,隣 人 との話合 い と妥協 を通 じての地 条の交換 に よる

集 中化,お よび共 同地 の話合 いに よる分 割 とい うかたちの土地 の私有化 とい う

形態 とがあ った。 、

「自営農民」に よる土地 囲込 みが行なわ れ る場合,前 述 した よ うに,小 暴力

に よる囲込み と,話 合い と妥協 に よる囲込み とが同時的 にあ るいは相 互にやや

時 間をおいて行なわれたが,彼 らの経済状態 はやや富裕で あ った とい う程度に

過 ぎなか った ので,土 地 囲込み は,主 として話合い と妥協に依存せ ざるを えな

か った。 したが って,そ の規模 も当然小規模な ものに とどま らざるをえなか っ
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た。

トーニーは,領 主あ るいは貴族 に よる大規模 な牧羊業 のための土地 囲込みに

ついて説明 してい るよ りも,農 民 自身の側に原 因のあ る自然発生的で,し か も

自主 的で小 規模 な,農 耕労働 の合理化を 目的 と した土地の再 分割=再 分配のた
(4)

めの土地囲込 みについて強調 してい る。すなわち,彼 は,牧 羊業のための暴力

に よる大 規模 囲込 みについてふれていないわけではないが,農 民 自身に よる農

耕労働 の合理化を 目的 とした非 暴力的な土地 の交換あ るいは再 配分 を中心 とし

た小 規模 囲込 みについて強調 してい る。後者の よ うな囲込 みが15世 紀 末以降16

世紀 におい て,さ らに17世 紀 において存在 しなか ったわけではな いが,土 地囲

込み運動 の主流 をなす ものではなか った。

トー ニーに対 して,ゴ ナ ー(E.C.K.Gonner)は,16世 紀において,農 耕労

働の改善(improvementsinarablefarming)の た めの小土地 囲込みはあ ま り重

要な歴史 的意義を もたなか った と している。 しか も,彼 は,牧 羊業のための共

同地の大 土地 囲込みを重視 してい る。そ して,16世 紀中期におけ る一 般農民の

不満 と騒動の原因は,農 民保有地 の大私有地へ の転換 と結びついていた とい う

よ りも,む しろ共同地利用権 の剥奪(deprivationofcommonrights)を 伴な う ・
㈲

共同地の囲込みと密接に結びついていた としている。

第1次 の土地囲込みは,農 耕労働の合理化,あ るいはその改善のための農民

による自主的な土地の再分割,あ るいは再配分を内容とする小土地囲込みであ

ったよりも,む しろ,そ れは,当 然農耕地の牧場化を伴な う共同地の大規模な

暴力的収奪であった。牧羊業のための共同地の暴力的収奪は,農 民保有地の牧

場化のみならず,直 営地や修道院領や国有地の収奪を伴なった。

牧羊業のための土地囲込みは,中 世的農業生産を,羊 毛生産 とい う商品生産

に転換せしめ,し か も封建領主の商品生産への対応をおしすすめる。地代増収

のための土地囲込みには,「 自営農民」の下層か らの貨幣地代のより多 くの徴

収を 目的とした ものと,資 本家的借地農業に一括,も しくは分割 して土地を貸

すために行なわれた ものとがある。地代増収のための土地囲込みのうち,前 者

は,農 民からの収奪を強化 しなが ら,封 建反動をお しすすめるものであ り,後
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者 は,結 果的 セこは,間 接的であ るが,封 建領 主の商品生産へ の対応を しめす も

のであ り,近 代的 な ブルジ ョア地 主の形成を さ ししめす ものであ る。15世 紀末

に始 まって16世 紀 に も継続 された この よ うな収奪は,個 人的暴力行為 として行

なわれ,そ れに対す る禁止立法は,以 後150年 にわた って継続 されたが無駄 で

あ った。

15世 紀 の末以降,共 同地や農耕地が少数の牧場労働者に よって管理 し うる牧

羊場 に転化 され た ことに伴 な って,多 数 の農 民の反抗 にもかかわ らず,彼 らが

住みなれた農村か ら追い出 され ることに よって,農 村全体 の衰微を もた らし,

都市や教会 や10分 の1税 の衰微を もた らし,さ らに農民か らの収奪 に経済的基

盤をおいてい る国王財政 の急速な悪化を もた らす事態 をひ きお こ した 。

共同地 の囲込 み と農耕地 の収奪 に よって,一 番困 ったのは,「 登録土地 保有

農民」(copyholders)や,「 短期借地 保有農民」(leaseholders),あ るいは 「小定

期借地農民」(smallleaseh・lders)で あ った。彼 らは,大 部分が1代 か ぎ り,ま

た は1代 か ぎ りよ りは短い期 間,さ らには1年 契約 の事実上の借地農 であ る名

ばか りの 「自営農民」であ った。 これ らの人 ロは,農 民 の中でかな り多数を占

め てお り,彼 らは,住 みなれ た土地を追われて離農(ruralex・dus)し,多 数の

廃村(lostvillages,desertedvillages)を つ くり出す こととな った。

人 ロ絶滅的な共 同地や農耕地 の収奪 に よる,人 手のあま りかか らない牧羊業

の創設 は,「 自営農民」それ 自体を崩壊 させ るばか りではな く,そ れ に基礎を

おいたチ ューダー絶対王政の政治的 ・経済的構造をほ り崩 す こ とにつ なが っ

た。 したが って,絶 対王政は,原 則 として土地 囲込み にたい して禁止政策を と

った0

1489年,ヘ ン リー7世(HenryVII,1485-一 一1509)は,「 集落破壊禁止法 」(Act

againstthePullingD・wn。fT・wns)を 発布 して,20エ ーカーの耕地 を所 有す る

あ らゆ る農民家屋の破壊 を禁止 した。すなわち 「国王陛下は,他 の ことに もま

して,王 国 内において家屋 を荒廃 させ,破 壊 し,故 意に損傷す ることに よ り,

慣 習的に耕 作に使用 されていた土地 を牧場に変 え,し たが ・って悪業 の根元であ

り,発 端 である怠 惰を 日ま しにつの らせ ることに よ り,重 大 な障害 が 日ごとに
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増大 してゆ くのを憂 慮 され てい る。あ る村落にお いては,か つ て200人 が正当

な労働 に従事 して生活 していたが,今 は,2--3人 の牧夫が働 ら くだけで,他 の

村人は怠惰 に落入 ったたあ,わ が王国最大 の財源 であ る農業 は異常に衰 退 し,

教会は破壊 され,神 への奉仕は中止 され,死 体 はお祈 りを 受けないで埋葬 され
(6)

る……外敵 に対す るわ が国土の防衛 も弱め られ,そ こなわれた」 としてい る。

さらにヘ ン リー8世(HenryV皿,1509-1547)第25年 の1条 令では,同 じ法

律 が更新 された。す なわち 「多 くの借地農場お よび大 きな家畜群,と くに羊 が

僅 かな人の手に集中 され,こ れがため地代 は著 し く増大 して農耕 は著 し く衰微

し,教 会や 家屋 は と り壊 され,驚 くほ どの人民大衆 は自分 自身や家族 を養 うこ
⑦

とがで きな くな った」 としてい る。そ して この条令 は,衰 微 した農場 の再 建を

命 じ,穀 作地 と牧場 との比率 を規定 してい る。 さ らに1533年 の1条 令 は,何 人
モ　

か の地主が24,000頭 の羊を所有す る ことを禁止 して,そ の数を2,000頭 に制限

　
した。なお,す べての新設牧場に収入の半分に相 当す る税金を課 した りした。

しか し,こ れ らの土地 囲込み 禁止政策 もほ とん ど 無 効 であ った 。それ は,

1489年 以後,1515年,1516年,1533年,1535年,1552年 と類似 の措 置が矢継早

に出 され てい るところか らもあ きらかで ある。土地囲込み反対 の農民一撲 も,

ヘ ン リー7世 以後150年 にわた る絶対 主義の囲込 み禁止措 置 も等 し く無効であ

ったo、 ・ ・

16世 紀前半 におけ る農 民に よる土地囲込み反対 の運動は激 烈を きわ めた。す

なわ ち,「 恩 寵の巡 礼」(PilgrimageofGrace,1536),「 ケ ヅ5・一一揆」(Kett'sRe・

bellion,1549),そ の他イ ングラン ド中西部 にお こった農民一揆は,い ずれ も土

地囲込み反対 の内容 を もった大農民運動で あ った。 とくに,1549年 には,土 地

囲込みに反対す る農民一撲 は,イ ングラン ド各地で発生 し,3,500名 ρ 人たち

が殺 され,指 導者 の ロバー ト・ケ ッ ト(RobertKett)は 絞 首刑 に処せ られた 。

多 くの共同地や農耕地は,領 主 の暴力に よって と りあげ られ,農 民の出入 りし

ていた家屋や教会は,「 牧羊場 とす るために破壊 され て領主 の邸 宅 しか建 って

い ない都市や農村」が続 出 した。

、絶対王政に ょる土地 囲込 み禁止政策 は,一 時的 な効果をあげ るのがせいぜい



(825)本 源的蓄積と第1次 土地囲込みについて19

であ り,ほ とん ど無効に終 った。その理 由は,土 地 囲込みが,農 民の多 くの犠

牲 に もかかわ らず,領 主や資本家的牧羊業者や借地農 に多 くの利 益を もた らす

資本主義的生産様式の発生に照応す るものであ ったか らであ る。 さらに,土 地

囲込み禁止政策が効果 をあげえなか った理 由は,土 地 囲込み禁止令を忠実に守

らなければな らない 「治安判事」(Justice6fthepeace)が,国 王に よって任命

され てお りなが ら,貨 幣的欲 求の もっとも旺盛な貴族 と りわけ新 貴族 に よって

構成 され ていたか らであ る。チ ューダー絶対 主義 の土地 囲込 み禁止措置 に もと

つ く農民保護政策 の限界は,こ れ らの点 と関係 していた よ うに思われ る。

土地囲込みに よって出現 した牧羊業者は,土 地か ら追放 された農民 の全部 を

牧 夫 として雇用す ることは と うてい不可能であり,少 数 の もの の み が農業労

働 者,あ るいは牧夫 として雇用 され るに とどまった。 また,イ ギ リスにお ける

16世 紀前半 の段階 にお いては,マ ニ ュフ ァクチ ュアの存在は まれであ り,土 地

か ら追い出 された農民 の大部分は,工 業 労働者 に転化す る こ と も 出来なか っ

た 。

資本主i義的生産様式が成立 してい ない段階においては,生 産手段 か ら解放 さ

れた農民 は,た だちに賃労働者にな るかわ りに浮浪者 にな ら ざ る を えなか っ

た。そ こで,15世 紀 末期か ら16世 紀全般 にわ た って,浮 浪者 に対 して 「流血的

立 法」(Blutgesetzgebung)カ ミ制定 され,適 用 された。法 律 は,彼 らを 「自由意

志 に よる」犯罪 者 として取扱い,も はや存在 しない旧生産関係の もとで労働を

続 け ることを強 制 し,そ れを実行 しない場合 は,あ らゆ る刑 罰を科 した。
(9)

この よ うな立法は,ヘ ンリー7世 の もとで開始 され,ヘ ン リー8世 に よっで

引継がれた。1530年 の条令においては,老 い て労働能力のない乞食 は,乞 食免

許 を受け ることが必要であ った。 これ とは反対 に強健な浮浪者は,鞭 打 たれ,

監禁 ざれた。彼 らは,荷 馬車 の後 につ ながれ体か ら血が流れ るまで鞭打 たれ,・

そ の後,彼 らの出生地 または最近3年 聞居 住 していた場所に帰 って労働 す る旨

の誓を立てねばな らなか った。ヘ ン リ・一一8世 第27年 の条令では,前 の条令が反

復 されたが,新 たな補 足に よって,刑 罰は,い っそ う厳 し く な った。すなわ

ち,浮 浪罪 で再度捕 えられ ると鞭打 ちが く り返 されて耳を 半 分 切 り取 られ る
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が,3回 犯罪 をか さね ると,当 人は,重 罪犯人 お よび共 同体 の敵 として死刑 に

処せ られた。エ ドワー ド6世(EdwardM,1547-1553)の 統 治第1年 であ る1547

年 の1条 令 に よれ ば,労 働す る ことを拒む者は,彼 らを怠け者 だ と告発 した人

の奴隷 として宣 告 された。奴隷 が逃 亡14日 に及 べば終身奴隷 の宣告 を受け て,

額 または背 にSの 字を烙 印 され,3度 逃亡すれ ば反逆者 と して死刑 に処せ られ

た。主 人は,他 の動 産や家畜 とまった く同様 に,彼 らを売 り,遺 贈 し,奴 隷 とし

て賃貸 しす ることがで きた。奴隷 が主 人に逆 って何かを企図すれ ば,や は り死

刑 に処 せ られ た。 また浮浪者 が3日 間ぶ らぶ らしていた ことがわか ると,彼 ら

は出生地へ送 られ,焼 き印を もって胸にVの 字を烙印 され,そ の地で鎖につ なが

れ て道路工事 やその他の仕事 に使われた。浮浪者が虚偽 の出生地を 申告すれ ば

刑罰 としてその地 ρ住民 または団体 の終 身奴隷 とされ,Sの 烙 印を押 された。

す べて主人 は,奴 隷 の首,腕 また は脚に鉄 の環 をはめて識別 し易 くし,自 分 の

ものであ ることを確 実にす ることを許 され た。エ リザ ベ ス1世(Elizabethl,

1558-1603)の 時代 の1572年 の条 令においては,免 許 のない14歳 以上 の乞食は,

2年 間使用す る人が なければ烈 し く鞭打 ち,左 の耳に烙 印 され た。 再 犯 の 場

合,18歳 以上 な らば,2年 間使用す る人がなければ死刑,3犯 の場合 には,容

赦な く叛逆者 として死刑 に処 せ られ た。 同様 の条令 としては,エ リザベス第18

年 の条令第13号,お よび1597年 の ものがあ る。 トマス ・モアが言 ってい る よう

な浮浪人 の うち72,000人 の泥棒が ヘ ン リー8世 の治下で死刑 に処せ られた。 ま

た エ リザベ ス時代においては,放 浪者は列をな し て 処 刑 された。その時代 に

は,年e:.300-400人 が絞首 台で処刑 された。Somersetshireで は,た だ1年 間

に40人 が死刑 に処せ られ,35人 が烙印を押 され,37人 が鞭 打たれ,そ して183

人 の 「絶望的悪漢」が釈放 された。 この よ うな受刑者の数 も,治 安判事の怠慢

と人民の愚直な同情 とのおかげで,実 際の犯罪者 の5分 の1に も達 していなか

った。イ ングラン ドにおけ る他の諸 州の状態 は,Somersetshireよ り良か った

⑩
わ けでは決 してな く,多 数の州の状態はい っそ う悪 くさえあ った。

(1)KarlMarx,DasKapital,ersterBand,S.756.(カ ー ル ・ マ ル ク ス 著,長 谷 部
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文雄氏訳 「資本論」第1部 下,1099頁)。

(2)「 他で もあ りません(と 私は答 えま した),イ ギ リスの羊です。以前は大変 おとな

しい,小 食の動物だ ったそ うですが,こ の頃 では,な んで も途方 もない大喰いで,

その上荒々 しくなったそ うで,そ のため人間 さえもさか んに喰殺 してい るとのこと

です。おかげで,国 内いた るところの田地 も家屋 も都会 も,み な喰い潰 されて,見

る もむ ざんな荒廃ぶ りです。そのわけは,も し国内の どこかで非常 に良質の,し た

が って高価な羊毛が とれ る とい うところがあ ります と,代 々の先祖や前任者の懐に

は いっていた年収や所得では満足で きず,ま た悠 々 と安楽な生活を送 ることに も満

足 で きない,そ の土地の貴族 や紳士や,そ の上 自他 ともに許 した聖職者 であ る修道

院 長 までが,国 家の為にな るどころか,と んで もない大 きな害悪を及ぼすの もかま

わ ないで,百 姓 たちの耕作地を と りあげて しまい,牧 場 としてす っか り囲 って しま

うか らです。家屋は殿つ,町 は取壊す,後 にぽつん と残 るものはただ教会堂 だけ と

い う有様,そ の教会堂 も羊小屋に しようとい う魂胆か らなのです。林地 ・猟場 ・苑

圃 ・荘園,そ ういった ものをつ くるのに相当土地 を潰 したに もかかわ らず,ま だ潰

した りない とで もい うのか,こ の敬虚な人たちは住宅地や教会付属地 まで も,み な

たた き壊 し,廃 櫨 に して しまい ます。

こ うい うわけで,た った一人の強欲非道な,ま るで鵜の ような,疫 病神 のよ うな

人 がいて,広 大な土地を柵や垣で一 カ所 にか こって しまお うなんて,と んで もない

野 心をいだいたばか りに,多 くの農民が自分 の土地か ら追出されて しまうことにな

るのです。或いは詐 欺好計に引っかかるか,そ れ とも烈 しい圧迫 に屈伏す るか,い

ずれに して も結局 土地を奪われ るのですが,時 には不当極 まる迫害 のため,す っか

り痛めつけ られ,や むな く一 切を売 り払 うとい うこともあ ります。無理無体なとい

い ますか,ま るで手段を選ばない卑劣な策動 に乗ぜ られ,こ の憐れ な,無 知 な,惨

め な百姓たちは 自分 の土地か ら出て行かなければな りません。そ こには男 も女 も,

良人 も妻 も,孤 児 も,更 に寡婦 も乳呑児をかかえた母親 もいます。百姓仕事 とい う

ものが元来人手 を多 く要す る仕事なので,頭 数だけは多いが,財 産 は殆ん どない,

といった全家族 の者が一団 となって出てゆ くのです。彼 らは住みなれ た懐 しいわが

家 を捨てて,と ぽ とぽ と寄 るべない放浪 の旅に出て行 きます。家財道 具に して も,

もともとたい した値打のある ものではない のですが,そ れで も時期さえよければ,

もっ と値段 よ く売れたか もしれ ません。 しか し今は,あ ま り突然 のことなので,殆

ん どただ同然の捨売 りをす るより他に仕 方はあ りませ ん。 こ うい うわけで,あ ちら

こち らと放浪 している間には,そ の金 もす ぐ使い果 して しまいます。 そ うい う時,

彼 らに残 された道 としては,泥 棒 を働 き,そ してその結 果正 しい法の裁 きを,そ う

です,正 しい法の裁 きを受けて絞 首台の露 と消え るか,そ れ とも乞食を し て 歩 く

か,そ のいずれか しか あ りません。 しか も乞食をすればす るで,下 手す ると働 きも

しないで うろついていたとい うか どで,浮 浪人 として牢獄にぶちこまれ ますo彼 ら
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だ っ て ど の く ら い 仕 事 に つ き た が っ て い るか 分 りま せ ん 。 た だ 誰 も仕 事 を 与 え て く

れ な い だ け の 話 な の で す 。 〔そ れ も 無 理 は あ り ませ ん,耕 作 地 が 少 し もな い の で す

か ら 。 そ れ で 結 局,生 れ た 時 か ら手 な れ て い る百 姓 仕 事 も全 ぐ用 を な さ な い こ とに

な る の で す 。〕 従 来 な ら,耕 や す の に 大 勢 の 人 手 の い った 所 で も,い ざ 喰 潰 す と な

1る と,家 畜 と 一 緒 な ら,た っ た 一 人 の 羊 飼 か 牧 夫 で ま に 合 うの で す 。

方 々 で 食 料 品 の 値 段 カミ急 に 高 くな っ た の も 同 じ 原 因 か ら で す 。 い や,そ れ の み で

は あ りま せ ん 。 羊 毛 の 値 段 も 高 く な りま した の で,従 来 な ら,そ れ に 加 工 を し,織

物 に 仕 上 げ て い た 人 た ち も,今 で は 全 然 羊 毛 を 買 入 れ る こ と も で き ま せ ん。 した が

っ て,や む を え ず そ の 職 を 捨 て,ぶ ら ぶ ら し た 生 活 に 落 ち 込 ん で ゆ く人 た ち も 懸 し

い 数 に 上 り ます 。 多 く の 土 地 が 牧 場 と し て 囲 わ れ た 後 の こ と で す が,無 数 の 羊 が ジ

ス トマ に か か っ て 発 れ て ゆ き ま した 。 こ れ な ど も,貴 族 た ち の 飽 く こ とを 知 ら ぬ 貧

欲 を こ ら しめ る た め に,神 が 羊 の 群 に か よ うな 悪 疫 を 齎 ら し給 うた,と も い え ま し

.よ う。 しか しほ ん と う は,牧 羊 業 者 で あ る 貴 族 た ち の 頭 上 に ふ りか か っ て 然 るべ き

で あ っ た と思 い ま す 。 そ れ に 羊 が どん な に 急 激 に 殖 え て も,値 段 は 一 文 も'さが りま

せ ん,と い うの も売 手 が 少 い か ら で す 。 つ ま り殆 ん どす ぺ て の 羊 が 〔一 人 の 独 占す

る と ころ と な っ て い る とは い え な い に して も,〕 少 数 の 金 持 の 独 占 す る と こ ろ と な

っ て い る か らで す 。 しか も彼 らは 金 が あ る の で,必 要 に 迫 られ て 無 理 に で も 手 放 す

な ど と い う こ と は あ り ませ ん 。 む し ろ 思 う存 分 い く ら で も高 く売 れ る 時 が 来 る ま で

は,な か な か 売 ろ う とは し な い の で す 」(ト マ ス ・モ ア 著,平 井 正 穂 氏 訳 「ユ ー ト

〉 ピ ア」26 -29頁)。 ,

(3)R.H.Tawney,TheAgrarianProblemintheSixteenthCentury,PP、156-

157.

(4)R.H.Tawney,oP.cit.,PP.165-166.

・(5)E.C.K.Gonner,CommonLandandInclosure,P.136.

(6)4-5HenryVII,c.19.PaulMantoux,TheIndustrialRevolutioninthe

.EighteenthCentury,p.158.(ポ ー ル ・マ ン トー著,徳 増 栄 太 郎 ・井 上 幸 治 ・遠

藤 輝 明 諸 氏 共 訳 「産 業 革 命」194-195頁)。

(7)KarlMarx,a・a.O.,S・757.(カ ー ル ・マ ル ク ス,前 掲 書 邦 訳,1100頁)。

(8)27HenryVIII,c・22(1535)and5-6EdwardV【,c.15(1552).

⑨ 浮 浪 者 取 締 りに 関 す る 労 働 強 制 の 歴 史 は,エ ド ワ■一一ド3世(Edwa.rd皿,1327-

1377)の も と に お け る 「労 働 者 条 令 」(StatuteofLabourersg1349,1351)に ま で

さ か の ぼ る こ と が で き る。 そ れ は,浮 浪 化 した 貧 民 を 現 住 地 に ひ き と め よ う と す る

も の で あ っ た 。1376年 の 法 律 で は,浮 浪 者 取 締 りを 強 化.し,浮 浪 者 を 原 住 地 に ひ ぎ

iも ど して 労 働 を 強 制 し
,こ れ に 応 じな い 浮 浪 者 を 投 獄 し たoま た 逃 亡 を 援 助 した も

の に は,10ポ ソ ドの 罰 金 を 課 した 。 こ れ らが 浮 浪 者 取 締 り立 法 の 原 型 で あ る が,ヘ

ン リ ー7世 以 後 の 取 締 り立 法 は,前 述 した 諸 立 法 を 一一応 継 承 して い る が,「 い わ ゆ

,
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る 本 源 的 蓄 積 」 の 時 代 に ふ さわ し く,以 前 の も の と は 比 べ も の に な ら な い ほ ど苛 酷

な も の で あ っ た 。

aO)KarlMarx,a・a.O.,S.773ff.(カ ー ル ・マ ル ク ス,前 掲 書 邦 訳,1121-1124

頁)。

516世 紀後半か ら17世 紀 の土地囲込み

(過渡的土地囲込み)

土地 囲込みは,16世 紀後半 が ら17世 紀 にかけてその速度を緩 めた が,け っし
{1)

て停止 したわけではなか った。 この時期においては,東 部や南西部,そ れに中

部などの地域における毛織物工業に原毛を供給することを目的 とした牧羊業の

ための土地囲込みが,緩 やかにではあるが継続 されていたのに加え,穀 物や畜

産物増産のための土地囲込みが,そ れほど急激ではなか ったが,そ こごこの都

市周辺の農村であらたに開始された。とくに,17世 紀の食料増産のための土地

囲込みは,18世 紀の穀物増産を 目的 とした資本主義的耕作制度成立のたあの土

地囲込みの素朴な形態である。

16世紀末にいたると,土 地囲込みに,今 までとは異なった状態があらわれ,

農雑 営の改蕎 合理的経営のための土地囲込みカ・み られるようになっ£.こ

とに,人 口の増加,都 市の発展は,食 料 に対 す る需要 を増 大 さ せ る ことにな

り,農 耕地 の不足を激化 させ,農 耕地獲 得のための土 地囲込 みを うながす こと

に な った。

16世 紀末か ら17世 紀にか けて,土 地 囲込み は,ロ ン ドンや新興都市 の周辺に

おいて,農 業経営の改善,農 業生産力の増大,す なわ ち食料 の増産 を 目的 に し

て行なわれは じめ,次 第に農村部 に拡大 されてい った。一般的には,土 地囲込

みは,17世 紀 には中断 された とみ られてい るが,実 際 にはた しかに継続 されて

お り,そ れは,18世 紀 の本格的 な食料増産を 目的 とした耕作方法改善 のための
(3)

土地囲込みに発展 していった。

毛織物工業の発展は,そ の地域およびその周辺における諸州の牧羊業を盛ん

にし,そ のための土地囲込みを進行 させた。そのことは,そ れ らの地方におけ
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る食料確保を困難 に し,他 の地方か らの食料 の搬入 を よ ぎ な くさせ る。 さら

に,そ の食料 供給地 にお け る穀物 な らび に畜産物増産 のための新 しい土 地囲込

みをひ きお こす ことにな る。その例 として次 の ような ことをあげ ることが出来

る。1630年 頃のDevonshireは,毛 織物工業 が盛 んであ った 州であ るが,こ こ

で使用 され る原料の羊 毛は,州 内で生産 され て供給 されたのみ な らず,Corn・

wall,Worcestershire,Warwickshire,Somersetshireな どの 諸州か ら供給

された。 そ して羊毛の生産地であ るこれ らの諸州へ は,Midlandsの 農業地帯

か ら大量 の食料が運搬 され た。Midlandsは,16世 紀には,牧 羊 業のた めの囲

込みが はげ しく行なわ れた地域 であ ったが,さ らに17世 紀 には,以 上の ような

事情か ら,新 しい農業 生産 力の拡大 を要 求 され て,こ れに照応 した食料増産 の
くロ

た めの土地囲込みがあ らたに開 始され た地域 であ った。

また,1626年 以降計画 された東部諸 州の沼沢地の干拓事業が行なわ れ,そ れ

に よってえ られた土地 はみ な囲込 まれた 。さ らに,こ の時代において も,毛 織

物工業はい っそ う発展 し,農 耕地の牧羊場 化は続け られた。17世 紀には,今 ま

で以上に地域 的な封鎖経済は,ま す ます破壊 されて,よ り広汎な市場経済が形

成 され るとともに,土 地囲込みは中継 され ることな く静かに進行 した。

17世 紀において も,土 地囲込みが進行 していた証拠 として,1620年 と1633年

におけ る枢密院 の囲込みに関す る調査 命令が出 された ことや クロ ンウェル時代

におけ る囲込み問題に関す る論争 的著作 の出版 されていた ことな どをあげ るこ
　

とが 出来 る。

ジェームズ1世(JamesI,1603-1625)の 時代には,放 浪 して乞食す る者は,

放浪者 または浮浪民 として宣告 された。小裁判所 の治安判事は,彼 らを公然 と

鞭打たせ,初 犯 者を6ヵ 月,再 犯者を2力 年入獄 させ る権限を もっていた。矯

正の見込みのない危険 な浮浪者は,左 肩にRの 字を烙印 されて強制労働 を課 さ

れ,再 度乞食 中を捕 え られ ると容赦な く死刑に処せ られた。18世 紀 の初期 まで

有効であ った これ らのこ とに関す る法 規は,ア ン女王(Anne,1702-1714)12年
(6)

の条令第23号 に よっては じめて廃止 された。

以上 の ところか らも,土 地囲込 みに よって多数 の浮浪 者が排 出されていた こ
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とが推察出来 る。16世 紀に比較 して17世 紀 には,マ ニュファクチ ュアや資本家

的 農業経 営がい っそ う発展 していたが,そ れ らは,土 地 囲込みに よって発生 し

た多数 の浮浪者 をあま り吸収す ることが出来 なか った。

しか し,注 意すべ きことは,16世 紀 と同 じような囲込みに対す る苦情 が続発

し,し か も浮浪者を取締 る法 令が出 され ていた に もかかわ らず,囲 込み擁護論

が次第 に増大 していった。 この ことは,土 地 囲込み を前提 とした資本家的農業

経営 の発展 と賃労働者の雇用を必要 とした マニ ュファクチ ュア経営の発展 とを

基盤 として生 じた ものであ り,さ らにそれ ら と密接 に関連 した新貴族の土 地経

営 のあ り方 を基盤 として生 じた ものであ る。18世 紀におけ る農 業革 命 の 準 備

は,現 実的 な物質的 な過程において も,思 想的な言論 の世 界において も,17世

紀 において着 々 と進め られていた と言 い うる。
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